
一

（
地
方
創
生
及
び
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号
）（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
第
四
次
産
業
革
命
に
お
け
る
最
先
端
技
術
の
活
用
と
規
制
緩
和
に
よ
り
、
未
来
社
会
の
先
行
実
現
を
目
指
す

「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
」
構
想
の
実
現
に
向
け
た
制
度
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
自
動
車
の
自
動
運
転
、
無
人
航
空
機
な
ど
の
高

度
で
革
新
的
な
実
証
実
験
を
よ
り
迅
速
、
円
滑
に
実
現
す
る
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
特
例
措
置
の
追
加
等
の
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、「
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
」
構
想
の
実
現
に
向
け
た
制
度
の
整
備

１

複
数
の
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
間
で
デ
ー
タ
を
収
集
・
整
理
し
、
提
供
す
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
の
整
備
事
業
を
法
定
化
し
、

事
業
の
実
施
主
体
が
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
、
そ
の
保
有
す
る
デ
ー
タ
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

２

ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
を
構
成
す
る
複
数
の
先
端
的
サ
ー
ビ
ス
事
業
が
、
同
時
か
つ
一
体
的
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
複
数
分

野
の
規
制
改
革
を
一
体
的
・
包
括
的
に
進
め
る
特
別
の
手
続
を
整
備
す
る
。

３

各
府
省
に
よ
る
協
力
を
強
化
す
る
た
め
に
国
が
デ
ー
タ
連
携
基
盤
を
整
備
す
る
者
を
援
助
す
る
規
定
、
デ
ー
タ
連
携
基



二

盤
整
備
事
業
の
実
施
主
体
に
都
市
間
の
相
互
連
携
強
化
の
た
め
の
基
準
の
遵
守
を
求
め
る
規
定
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三

年
以
内
を
目
途
と
し
て
施
策
を
見
直
す
検
討
規
定
を
設
け
る
。

二
、
革
新
的
な
産
業
技
術
の
有
効
性
の
実
証
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
等
の
特
例
に
関
す
る
措
置
の
追
加

自
動
車
の
自
動
運
転
、
無
人
航
空
機
の
遠
隔
操
作
又
は
自
動
操
縦
そ
の
他
の
技
術
革
新
の
進
展
に
即
応
し
た
高
度
な
産
業

技
術
の
有
効
性
の
実
証
を
行
う
事
業
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
同
意
の
上
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認

定
を
受
け
た
と
き
は
、
道
路
運
送
車
両
法
、
道
路
交
通
法
、
航
空
法
及
び
電
波
法
の
一
括
許
可
等
の
特
例
措
置
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
外
国
人
滞
在
施
設
経
営
事
業
に
係
る
欠
格
事
由
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備

い
わ
ゆ
る
特
区
民
泊
事
業
に
つ
い
て
、
暴
力
団
排
除
規
定
等
の
欠
格
事
由
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
よ

る
認
定
事
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
及
び
業
務
改
善
命
令
等
、
そ
れ
ら
に
違
反
し
た
者
等
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
規
定
す

る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


